
議案第４１号

   三田市オンブズパーソンの委嘱につき同意を求めることについて

三田市オンブズパーソンに次の者を委嘱したいので、三田市まちづくり基本条例

（平成２４年三田市条例第３５号）第４２条第１項及び三田市オンブズパーソン条

例（平成２５年三田市条例第４１号）第７条第２項の規定により、議会の同意を求

める。
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平成２６年３月５日提出

三田市長 竹 内 英 昭   

（提案理由）

平成２６年４月１日から新たに設置する三田市オンブズパーソンを委嘱する必要

があるため。

（参考）

三田市まちづくり基本条例

  （オンブズパーソン）

第４２条 市長は、市民の権利利益の擁護を図るとともに、公正かつ透明な行政

運営に資するため、市議会の同意を得てオンブズパーソンを設置します。

２ 市民は、市長等への意見等をオンブズパーソンに申し立てることができます。

３ オンブズパーソンの職務、意見等の申立て手続その他必要な事項は、三田市



オンブズパーソン条例（平成２５年三田市条例第４１号）で定めるところによ

ります。

三田市オンブズパーソン条例

（組織等）

第７条 オンブズパーソンの定数は、２人とし、そのうち１人を代表オンブズパ

ーソンとする。

２ オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れ

た識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。

３ オンブズパーソンの任期は、３年とし、１期に限り再任されることができる。

４ オンブズパーソンは、それぞれ独立して職務を行う。ただし、相互に協力す

ることを妨げない。
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